
【生涯学習センターの休館について】改修工事に伴い、貸室、男女平等推進プラザ等の利用は8年11月まで休止しています。中央図書館は8年11月末まで休館し
ています。詳しくは、区HPの注目情報をご確認ください。　▷問合せ　生涯学習課 TEL（5246）5812

福祉
（高齢・障害等）

難病患者福祉手当をご存じで
すか
　難病医療費助成制度（国および都疾病）
の対象で、65歳未満の方は、難病患者福
祉手当を申請できます。
　また、小児慢性特定疾病医療費助成制度
の対象で、手当の対象疾病にり患している
方も申請できます。
　対象の疾病は区HPで確認できます。手
当の受給には、所得制限等
の支給要件がありますので、
詳しくはお問合せください。
▷問合せ　障害福祉課
　 TEL（5246）1201

重度身体障害者グループホー
ム「フロム千束」の新規入居
者募集
　「フロム千束」を増床し、重度身体障害
者グループホームを整備します。
▷入居開始時期　９年6月（予定）
※段階的に受け入れ予定。
▷場所　千束保健福祉センター２・３階
▷対象　次の全てに該当する方　①区内
在住で入居開始時18歳以上（在学中の
方は除く）　②身体障害者手帳をお持ち
で主たる障害が肢体不自由（入居時点
で医療的ケアが不要）

▷定員　9人
▷募集期間　11月25日㈫
　～12月5日㈮
▷問合せ　台東つばさ福祉
会 TEL（5603）0087

スマートフォン等で区内介護
サービス事業者の求人情報が
見られます
　区HPの「メニュー」から「健康・福祉」
「高齢・介護」の「事業者情報（区民の方
へ）」に介護サービス事業者の求人情報を
掲載しています。
※詳しくは各事業者にお問
合せください。
▷問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1243

7年度第3回知的障害者（児）
ガイドヘルパー養成研修
　知的障害者（児）の外出時の移動支援に
必要な知識と技術を学ぶ研修です。修了者
には、区内の知的障害者（児）の移動支援
に従事するための修了証をお渡しします。
▷日時　講義は8年1月17日㈯13：00～
　18：00、実習は1月18日㈰・2月1日㈰
のいずれか（実習日に都合がつかない場
合は要相談）

▷場所　講義は区役所10階会議室、実習
は個別調整

▷対象　次のいずれかに該当する方（ヘル
パー資格の有無は問いません）　①研修
修了後、区内事業所でガイドヘルパー

として働きたい　②ヘルパー等の資格
を持っているが、技術を向上したい　

▷定員　20人程度（抽選）
▷費用　3,000〜5,000円程度（実習にか
かる交通費・食費・施設入館料など）

▷申込方法　申込書（問合せ先で配布、区
HPからダウンロード可）を問合せ先へ郵
送か持参またはファクス（電子申請可）

※詳しくは募集案内か、区
HPをご覧ください。　

▷申込締切日時　12月12日
㈮17：00（必着）

▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所障害福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1207
　 FAX（5246）1179
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台東区患者の声相談窓口を拡充しました
　区では、患者と医療機関の信頼関係の構築をお手伝いするため、
患者の声相談窓口を設置しています。
　さまざまな医療相談への対応体制を整えるた
め、受付日を週3日から週5日に拡充しました。
　相談は専任の看護師が対応しますので、医療
に関する相談等がある方はぜひご活用ください。

こんなときにご相談ください
・医療のことでどこに相談したらよいか分からない。
・医師や看護師などの対応が気になる。
・治療についての説明がよく分からなかった。
・自宅に近い医療機関を知りたい。
※相談内容によっては、適切な担当部署をご案内します。

相談前の注意事項
・医療機関とのトラブルは、まずは当事者間での話し
合いが原則です。

・医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所
在の判断・決定はできません。

・医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。
・医療機関の良し悪しの判断や評価はできません。
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9416

相談専用電話番号
TEL（3847）9415

▷受付日時　月〜金曜日
　9：00～17：00
　（祝日・年末年始を除く）
▷相談内容　区内の診療
所、歯科診療所、薬局
などの医療機関に係る
相談
※相談は1人30分以内。
※病院についての相談等
は、東京都の患者の声
相談窓口へ。
　 TEL（5320）4435

詳しくはこちら

12月1日は世界エイズデーです
●世界エイズデー（World AIDS Day）
　1988年にWHO（世界保健機関）が、
世界レベルでのエイズまん延防止とHIV
感染者・エイズ患者への差別・偏見の解
消を目的として提案したものです。
●HIV感染＝エイズではありません
　HIV感染とは、ヒト免疫不全ウイルスに
感染している状態のことです。　
　エイズとは、HIVに感染し、免疫力が低下することでさ
まざまな感染症や悪性腫瘍などを発症した状態のことをい
います。　
　現在は、治療法の進歩により、HIV感染を早期に知り、
適切な治療を受けることで、エイズの発症を抑えながら、
感染する前とほぼ同じように生活を送ることができます。
●都における現状
　6年の都における新規HIV感染者報告数は228件、新規
エイズ患者報告数は62件でした。年代でみるとHIV感染

者は20代および30代、エイズ患者は30代から50代が多
い傾向が続いています。　
　より早く医療機関につながれば、適切な治療を受けるこ
とができます。HIV検査を受け、早期発見につなげること
が大切です。
　都では世界エイズデーを中心とした1カ月間を「東京都
エイズ予防月間」と定めており、期間中さまざまな啓発活
動を実施しています。
●区では展示コーナーを設置しています
　エイズに関するパネル展示、レッドリボン・パンフレッ
トの配布などを行っています。
▷期間　12月15日㈪まで
▷場所　区役所1階、台東保健所1階エントランスロビー
●HIV・梅毒検査（無料・匿名・予約制）
　HIVや梅毒は検査を受けることで初めて、感染の有無を
確認することができます。感染機会から3カ月以上経過後、
検査を受けてください。梅毒のみの検査は受けられません。

▷日時　第2・4水曜日13：00～14：30（祝日を除く）
※11月21日㈮にレディースデイを設けています。詳しく
は区HPをご覧ください。

▷場所　台東保健所
▷申込方法　電子申請
※電子申請が難しい場合のみ TEL（3843）5751
　（8：30～17：15）
　随時HIV・エイズに関する相談を匿名でお受けしてい
ます。
▷相談・問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9476

レディースデイは
こちら

HIV・梅毒検査は
こちら

　高齢者が暮らしやすい地域へ

高齢者総合相談
　次の内容等でお困りの際は、ご相談くだ
さい。　①高齢のひとり暮らし等で、生活
に不安を感じる　②高齢者向けの福祉サー
ビスを知りたい　③介護保険について知り
たい、介護認定を受けたい　④杖やシルバ
ーカーなどの自立支援用具や紙おむつ等の
給付を受けたい　⑤特別養護老人ホームの
申込みをしたい　⑥近所に心配な高齢者が
いる

高齢者への虐待を防ごう
●高齢者虐待について
　長年の人間関係や、介護の知識・情報の
不足、認知症高齢者に対する理解不足など
が原因となり、気付かないうちに虐待につ
ながってしまうことがあります。また、介護
が長期化し、介護をする養護者の負担が増
え、無自覚な虐待が発生してしまうことも
あります。
●高齢者虐待の早期発見のために
　家の中から怒鳴り声がす
る、身体にあざがある、髪
や衣服が乱れている、住居
が非衛生的・異臭がするな
ど、周囲の気付きが虐待の

早期発見・防止につながります。虐待を受
けた（と思われる）高齢者を発見したら、
速やかに問合せ先または各地域包括支援セ
ンターにご連絡ください。連絡者の情報が
外部に漏れることはありません。区HPから
メールで２４時間通報することもできます。
　YouTube台東区公式チ
ャンネルで「高齢者虐待防
止セミナー」動画を配信中
です。

●区の対応
　虐待の通報を受けたら、高齢者の状況
を確認し、さまざまな関係機関と連携して、
高齢者本人や養護者に必要な支援を行い
ます。
▷問合せ　高齢福祉課（区役所2階⑤番）
　 TEL（5246）1224
　各地域包括支援センター

高齢者地域見守りネットワーク
関係協力機関を募集しています
　高齢者が地域で安心して暮らし続けられ
るように、地域全体で支える仕組みが「見
守りネットワーク」です。区では地域の見守
りの目を増やし、ネットワークの強化・充実
を図るため、事業者等に協定締結や登録を
勧めています。
　関係協力機関には、日常業務の範囲内
でゆるやかな見守りをお願いしており、区
内全域で見守りに協力する「全域型」と各
地域包括支援センターの担当区域内で見守
りに協力する「圏域型」があります。
　高齢者の見守りにご協力いただける場合
は、問合せ先または各地域包括支援センタ
ーにご連絡ください。
▷問合せ　高齢福祉課
　 TEL（5246）1221詳しくはこちら

セミナー動画は
こちら


